
 

平成 24 年度 第１回奈良県渋滞対策協議会 
 

日時：平成 24 年 7 月９日（月）10：00～ 

場所：奈良県庁 北分庁舎 ３３会議室              

 

議事次第 

 

１． 開 会 

 

２． 会 長 挨 拶 

 

３． 委 員 紹 介  

 

４． 規 約 の 改 正 に つ い て 

 

５． 議 題 

(１) 「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」  

(２) 今後の渋滞対策について 

(３) そ の 他 

 

６． 閉 会 

 

＜ 配布資料 ＞ 

・ 議事次第、座席表、出席者名簿 

・ 規約、委員名簿（案） 

・ 資料 第１回奈良県渋滞対策協議会協議資料 



奈良県渋滞対策協議会規約

第 １ 章 総 則

（名 称）

第１条 本会は、奈良県渋滞対策協議会（以下「本協議会」という。）という。

（目 的）

第２条 本協議会は、関係機関の連携による検討体制を整え、課題の状況を継続的に把握・共有し、

効果的な渋滞対策の推進を図ることを目的とする。

（審議事項）

第３条 本協議会は、前条の目的を達成するために、次の審査を行う。

（１）道路交通渋滞に関する情報収集、データ整理、分析。

（２）渋滞対策計画の取りまとめ。

（３）その他、本協議会の目的達成に必要な事項。

（構 成）

第４条 本協議会は、別紙に掲げる委員をもって組織する。

（役 員）

第５条 本協議会に次の役員を置く。

会 長 １名

副会長 １名

第６条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

会長は、近畿地方整備局奈良国道事務所長をもってあてる。

第７条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

副会長には、奈良県土木部道路建設課長をもってあてる。

（会 議）

第８条 本協議会は、必要に応じ会長がこれを招集する。

（事 務 局）

第９条 本協議会の事務局は、近畿地方整備局奈良国道事務所及び奈良県土木部道路建設課に置く。

（そ の 他）

第１０条 本規約によらない場合は、協議することとする。

付 則

この規約は、平成5年 6月 1 5日施行

平成8年 1 0月 4日改正

平 成 9 年 9 月 8 日 改 正

平成10年9月29日改正

平成16年3月23日改正

平成20年5月20日改正

平成21年3月24日改正

平成 2 4年 7月 9日改正



役　職

国土交通省  近畿運輸局　奈良運輸支局 支局長

奈良県警察本部　交通部 交通企画課長

奈良県警察本部　交通部 交通規制課長

○ 奈良県　土木部 道路建設課長

奈良県　土木部 道路・交通環境課長

奈良県　土木部　まちづくり推進局 地域デザイン推進課長

西日本高速株式会社　関西支社
　保全サービス事業部

交通計画課長

◎ 国土交通省 近畿地方局奈良国道事務所 事務所長

国土交通省 奈良国道事務所 副所長

国土交通省 近畿地方整備局　道路部 道路計画第二課長

奈良県道路利用者会議 会長 

一般財団法人奈良県ビジターズビューロー 専務理事

奈良経済同友会 代表幹事

事務局

国土交通省　奈良国道事務所 調査課

奈良県　土木部 道路建設課

◎会長、○副会長

所　属

奈良県渋滞対策協議会名簿



第１回奈良県渋滞対策協議会
協議資料
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１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン

（２）選定方法

○客観的データを用いて「渋滞が著しい箇所（原案）」を54箇所抽出。
○県民へのアンケート実施により「渋滞が著しい箇所」に3箇所追加し、計57箇所を抽出。

○客観的データを用いて「渋滞が著しい箇所（原案）」を54箇所抽出。
○県民へのアンケート実施により「渋滞が著しい箇所」に3箇所追加し、計57箇所を抽出。

県内の全ての国道、県道（約2,100km）

渋滞が発生している箇所渋滞が発生している箇所※※１１

特に問題となる踏切特に問題となる踏切※※２２やや
交差点交差点※※３３が含まれる箇所が含まれる箇所

「渋滞が著しい箇所（原案）」の提示（５４箇所）「渋滞が著しい箇所（原案）」の提示（５４箇所）

「渋滞が著しい箇所」（５７箇所）「渋滞が著しい箇所」（５７箇所）

県民へのアンケート実施県民へのアンケート実施
※ 指摘の集中した箇所は、調査を行った
上で必要に応じて、渋滞箇所として選定

33箇所追加箇所追加

客観的データを
用いた渋滞が
著しい箇所の
「見える化」

県民との
コミュニケーション
による計画策定

仮定の「見える化」

※※１１ ：： 平日もしくは休日における、ピーク時の平均旅行速度が平日もしくは休日における、ピーク時の平均旅行速度が10km/10km/hh未満または１日の平均旅行速度が未満または１日の平均旅行速度が20km/20km/hh未満となる箇所未満となる箇所
※※２２ ：： ピーク時遮断時間がピーク時遮断時間が11時間あたり時間あたり4040分以上、または分以上、または11日当たりの交通量日当たりの交通量××遮断時間が遮断時間が55万台時間以上となる踏切万台時間以上となる踏切
※※３３ ：： 渋滞延長が渋滞延長が500m500m以上、または通過するのに以上、または通過するのに55分以上かかる交差点分以上かかる交差点

客観的データに基づいて「渋滞が著しい箇所（原案）」を54箇所選定。道路利用者へのアンケートを実施し
た結果、3箇所を追加し、計57箇所を選定。対策を「速効対策」「ソフト対策」「ハード対策」に分類し、
進行中。

H22～ 奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン（２．で説明）

（１）これまでの取り組み
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１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン

（３）選定結果
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１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン
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１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン

（４）「選択と集中」による対策の実施

幹線道路ネットワークの整備・改善が間近な区間では、関係機関との連絡調整会議を設けてその効果を調
査の上対策を検討するが、それ以外の箇所は、コストや早期事業効果発現の観点をより重視した「速効対策・
ソフト対策」に「選択と集中」で取り組むものとする

幹線道路ネットワークの整備・改善が間近な区間では、関係機関との連絡調整会議を設けてその効果を調
査の上対策を検討するが、それ以外の箇所は、コストや早期事業効果発現の観点をより重視した「速効対策・
ソフト対策」に「選択と集中」で取り組むものとする

大大

小小

効
果
発
現
ま
で
の
時
間
・コ
ス
ト

効
果
発
現
ま
で
の
時
間
・コ
ス
ト

従
来
の
主
な
対
策

本
プ
ラ
ン
で
重
視
す
る
対
策

大規模事業大規模事業
・バイパス整備事業
・鉄道連続立体交差 等

局所的道路整備事業局所的道路整備事業
・交差点立体化
・踏切交差点立体交差 等

交差点改良事業（用地買収有り）交差点改良事業（用地買収有り）
・右折レーン、左折レーンの設置 等

交差点改良事業（用地買収無し）交差点改良事業（用地買収無し）
・右折レーン、左折レーンの設置
・バスベイの設置 等

信号機による交通制御信号機による交通制御
・管制システムの管轄エリア拡大
（信号の弾力的運用）

・信号機の高度化 等

（観光シーズン等、一般的な交通量増加時に青時間を
調整することによる信号の弾力的運用）

案内標識や路面標示による迂回誘導案内標識や路面標示による迂回誘導
・路面標示の変更
・案内標識の適切な配置 等

沿道との協働による渋滞対策沿道との協働による渋滞対策

・パークアンドバスライド
・モビリティマネジメント
・容量に余裕のある路線への誘導 等

交通流動の転換交通流動の転換

速効対策速効対策

利用者に協力を利用者に協力を
求めるソフト対策求めるソフト対策

ハード対策ハード対策

従来の渋滞対策はバイパス整備などのハード対策による渋滞解消を
目指していたが、本プランにおいては「速効対策の強化」、「利用者に
協力を求めるソフト対策」の積極的な導入に取り組む。

最先端技術を最先端技術を
活用した取り組み活用した取り組み

・ＥＴＣの活用による渋
滞のピークシフト
・ITやナビゲーションを
使用した情報の提供

本プランにおける渋滞対策の分類
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１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン
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計画
策定
（P)

実施
（D)

効果
検証
（C)

改善
（A）

1 国道24号
奈良市　西九条町南交差点～
大和郡山市　横田町交差点

平日の朝夕、下三橋町交差点を先頭に、北へ向
かう車両の渋滞が発生

右折車両が直進車両の通行に支障
自動車利用の集中

北行き右折レーンの延長
公共交通、自転車利用への誘導

効果検証実施、渋滞が改善

4 国道24号
橿原市　葛本交差点～
　〃　　四条町交差点

平日の夕方、葛本交差点を先頭に、東へ向かう車
両と西へ向かう車両の渋滞が発生

右折車両が直進車両の通行に支障 交差道路の西行き右折レーンの延長
効果検証実施、交通量増加に伴い、引
き続き渋滞発生

5 国道24号
橿原市　寺田町交差点～
　〃　　出交差点

平日の朝夕、新堂交差点を先頭に、
東へ向かう車両の渋滞が発生

交差点への交通の集中
東行き左折レーンの新設、東行き直進レーン
の増設、東行き右折レーンの移設

効果検証実施、渋滞が改善

7 国道310号 五條市　本陣交差点付近
休日の午前中、本陣交差点を先頭に、
南へ向かう車両の渋滞が発生

交差点への交通の集中 交差道路の東行き右折レーン設置、 効果検証実施、渋滞が改善

12 国道168号
香芝市　上中北交差点～
　〃　　下田交差点

休日の夕方、香芝ＩＣ上中交差点を先頭に、
北へ向かう車両の渋滞が発生

左折車両が直進車両の通行に支障 北行き左折レーンの延長 効果検証実施、渋滞が改善

20 国道165号
橿原市　曲川町西交差点～
　〃　　忌部町交差点

平日の朝夕、曲川町東交差点を先頭に、
南へ向かう車両の渋滞が発生

右折車両が直進車両の通行に支障 交差道路の南行き右折レーンの延長 効果検証実施、渋滞が改善

21 国道166号
橿原市　五井町交差点～
　〃　　縄手町南交差点

休日の正午、小房交差点を先頭に、
東へ向かう車輌の渋滞が発生

右折車両が直進車両の通行に支障 西行き右折レーンの延長 関係機関と協議中

24 国道169号 天理市　天理IC交差点付近
平日の朝方、天理ＩＣ交差点を先頭に、東へ向かう
車両と西に向かう車両の渋滞が発生

交差点への交通の集中
案内看板の改善、補助案内板の設置
ホームページによる渋滞情報の提供

関係機関と協議中

26 国道169号 桜井市　阿部交差点付近
休日の夕方、阿部交差点を先頭に、
西へ向かう車両の渋滞が発生

右折車両が直進車両の通行に支障 東・西行き右折レーンを設置 効果検証実施、渋滞が改善

29 国道169号
吉野郡大淀町　土田交差点～
　　 〃 　　　大淀病院西交差点

休日の夕方、土田交差点を先頭に、
西へ向かう車両の渋滞が発生

交差点への交通の集中
案内看板の改善、補助案内板の設置
ホームページによる渋滞情報の提供

関係機関と協議中

30 国道165号 宇陀市　萩原交差点付近
平日の夕方、萩原交差点を先頭に、
東へ向かう車両の渋滞が発生

ピーク時間に交通が集中
補助案内板の設置
チラシ、ホームページによる渋滞情報の提供

効果検証実施、渋滞が改善

37 (主)奈良大和郡山斑鳩線
大和郡山市　天理町交差点～
　　〃　　　北郡山交差点

休日の夕方、北郡山交差点を先頭に、
南へ向かう車両の渋滞が発生

右折車両が直進車両の通行に支障 南行き右折レーンを設置 効果検証実施中

39
国道24号

(一)京終停車場薬師寺線

奈良市　薬師寺東口交差点～
　〃　　柏木町交差点

平日の朝夕、柏木町北交差点を先頭に、
南へ向かう車両の渋滞が発生

右折車両が直進車両の通行に支障 交差道路の南行き右折レーンの延長 効果検証実施、渋滞が改善

42 国道369号
奈良市　県庁東交差点～
　〃　　般若寺町交差点

平日の朝方、県庁東交差点を先頭に、
南へ向かう車両の渋滞が発生

右折車両が後続車両の通行に支障 西行き右折レーンを拡幅 関係機関と協議中

46 (主)奈良大和郡山斑鳩線
奈良市　唐招提寺入口交差点～
　〃　　奈良口交差点

休日の午後、薬師寺東口交差点を先頭に、
北へ向かう車両の渋滞が発生

右折車両が直進車両の通行に支障 北行き右折スペースを設置 関係機関と協議中

49 (一)大阪枚岡奈良線
生駒市　東生駒2丁目交差点～
奈良市　富雄IC東交差点

平日の朝方、富雄ＩＣ東交差点を先頭に、
東へ向かう車両の渋滞が発生

ピーク時間に交通が集中
補助案内板の設置
チラシ、ホームページによる渋滞情報の提供

関係機関と協議中

50 (一)生駒停車場宛木線 生駒市　阪奈道路生駒IC交差点付近
平日の夕方、生駒インター交差点を先頭に、南へ
向かう車両の渋滞が発生

ピーク時間に交通が集中 チラシ、ホームページによる渋滞情報の提供 関係機関と協議中

52 (一)木津横田線
大和郡山市　上三橋町交差点～
　　〃　　　横田北交差点

平日の夕方、発志院町交差点を先頭に、
南へ向かう車両の渋滞が発生

左折車両が直進車両の通行に支障 交差点の北東の隅切りを拡幅 効果検証実施、渋滞が改善

54 (主)大和高田斑鳩線
北葛城郡河合町　新御幸橋交差点

　　　〃　　　　～西穴闇交差点

平日の朝方、法隆寺ＩＣ交差点を先頭に、
北へ向かう車両の渋滞が発生

右折車両が直進車両の通行に支障 レーン運用の変更による北行き右折レーン設置 効果検証実施、渋滞が改善

55 国道24号 橿原市　土橋町南交差点付近
休日の夕方、土橋町南交差点を先頭に、西へ向
かう車両の渋滞が発生

右折車両が直進車両の通行に支障 交差道路の西行き右折レーンの延長 効果検証実施、渋滞が改善

23 国道169号
奈良市　古市南交差点～
　〃　　窪之庄町南交差点

36 (主)枚方大和郡山線
奈良市　砂茶屋交差点～
　〃　　大輪田橋東詰交差点

37 (主)奈良大和郡山斑鳩線
大和郡山市　天理町交差点～
　　〃　　　北郡山交差点

38 (主)奈良大和郡山線
大和郡山市　奈良口交差点～
奈良市　杏町交差点

39
国道24号
(一)京終停車場薬師寺線

奈良市　薬師寺東口交差点～
　〃　　柏木町交差点

40 (一)高畑山線他
奈良市　東紀寺3丁目交差点～
　〃　　福智院北交差点

41 （奈良公園内道路）
奈良市　県庁東交差点～
　〃　　高畑町交差点

観光時期の昼前後に来訪車両が集中

42 国道369号
奈良市　県庁東交差点～
　〃　　般若寺町交差点

観光シーズンを中心に休日の午前中と夕方に、渋
滞が発生

観光時期の夕方に帰宅車両が集中

43 (主)奈良加茂線 奈良市　法華寺東交差点付近

44 (主)奈良精華線 奈良市　神功5丁目交差点付近

45 (主)奈良精華線
奈良市　平城駅前～
　〃　　大宮通り間の踏切連続区間

46 (主)奈良大和郡山斑鳩線
奈良市　唐招提寺入口交差点～
大和郡山市　奈良口交差点

47 国道308号　他
奈良市　菅原西交差点～
　〃　　二条大路南1丁目交差点

48 (主)奈良生駒線　他
奈良市　三条大路5丁目交差点～
　〃　　三条大路2丁目交差点

57 (一)木津横田線
奈良市　JR桜井線西木辻踏切～
　〃　　大安寺交差点

54 (主)大和高田斑鳩線
北葛城郡河合町　新御幸橋交差点
　　　〃　　　　西穴闇交差点

緑化フェア期間中に交通の集中による渋滞を懸念
緑化フェア期間の昼前後に来訪車両が集中
緑化フェア期間の夕方に帰宅車両が集中

緑化フェア交通ナビの立ち上げ
パークアンドウォーク施策の実施

全国都市緑化ならフェア(H22)で実施
周辺道路での渋滞は認められなかった

17 国道168号
平群町　平等寺交差点～
　〃　　椿井交差点

休日の夕方、椿井交差点を先頭に、
西へ向かう車両の渋滞が発生

交差点を通過するのに時間がかかる 線形の改善 対策実施中

29 国道169号
大淀町　土田交差点～
　〃　　大淀病院西交差点

休日の夕方、岡崎交差点を先頭に、
北へ向かう車両の渋滞が発生

右折車両が直進車両の通行に支障 北行き右折レーンの設置 関係機関と協議中

34 (主)御所香芝線
葛城市　葛城山麓公園入口交差点～
　〃　　當麻寺交差点

休日の午前中、太田南交差点を先頭に、
南へ向かう車両の渋滞が発生

左折車両が直進車両の通行に支障 南行き左折レーンの設置 関係機関と協議中

40 (一)高畑山線他
奈良市　東紀寺三丁目～
　〃　　福智院北交差点

平日の朝方・夕方、東紀寺3丁目交差点を先頭
に、北へ向かう車両の渋滞が発生

右折車両が直進車両の通行に支障 北行き右折レーンの設置 対策実施中

51 (主)奈良大和郡山斑鳩線
大和郡山市　富雄橋交差点～
　　〃　　　池之内町交差点

平日に朝、池之内町交差点を先頭に、北へ向か
う車両の渋滞が発生

右折車両が直進車両の通行に支障 バイパス整備 関係機関と協議中

幹線道路への交通の集中
国道308号　大宮道路（暫定6車線）・
　　　　　　三条道路（完成4車線）の整備

大宮道路に集中していた交通が三条道
路にも効果的に分散
案内誘導の改善を実施

幹線道路への交通の集中 国道308号　大宮道路（完成8車線）の整備
大宮道路と三条道路の機能分担がさら
に進む

幹線道路への交通の集中 中和幹線（桜井市域、大和高田市域）の整備

都市間の移動時間が短縮
国道165号の走行性が改善
渋滞が発生していた土橋南交差点で速
効対策を実施、渋滞が改善

幹線道路への交通の集中 中和幹線（香芝市域）の整備
都市間の移動時間が短縮
国道165号の走行性が改善

国道24号他 奈良市内～御所市内 国道24号周辺地域に、渋滞が発生 幹線道路への交通の集中
京奈和自動車道（大和御所道路(橿原高田IC～
御所IC)）の整備

都市間の移動時間が短縮
国道24号の走行性が改善

国道308号他 奈良市内

幹
線
道
路
の

効
果
を
検
証

国道165号他

主な渋滞発生状況箇所名

効果検証実施

中和幹線周辺地域に、渋滞が発生

大宮道路・三条道路周辺地域に、渋滞が発生

公共交通機関の利点をPRするホームページ
「奈良公園・平城宮跡アクセスナビ」を作成
パークアンドバスライド施策の実施

中和幹線周辺地域

内容主な対策例

利
用
者
に
協
力
を
求
め
る
ソ
フ
ト
対
策

（
　
　
箇
所

）

速
効
対
策

（
　
　
箇
所

）

ハ
ー

ド
対
策

(

5
箇
所

)

現在の進捗状況

No. 路線名 主な渋滞の原因

くずもと

じんぐう

からもも

あてのき

20

16

にしなぐら

きょうばて



○京奈和自動車道大和御所道路(橿原高田IC～御所IC)・中和幹線(下田工区・逢坂工区)の
開通１ヶ月後の交通状況について

桜
井
市
内
（
脇
本
）

桜
井
市
内
（
脇
本
）

国道165号を利用

70分

28分
短縮

香
芝
市
内
（穴
虫
）

香
芝
市
内
（穴
虫
）

国道165号・中和幹線を利用

50分

中和幹線を利用

42分

20分
短縮

中和幹線
（大和高田市・
桜井市域）の

開通前

大和高田市・
桜井市域の
開通後

下田・逢坂工区
の開通後

御
所
市
役
所

御
所
市
役
所

国道24号を利用

51分

14分
短縮

奈
良
市
役
所

奈
良
市
役
所

国道２４号・大和御所道路
（大和区間）を利用

42分

国道２４号・大和御所道路
（大和区間、御所区間）を利用

37分

9分
短縮

大和御所道路
（大和区間）の

開通前

郡山南IC～
橿原北ICの

開通後

橿原高田IC～
御所ICの

開通後

16
8

橿原高田IC

御所IC

（仮称）奈良IC

南阪奈道路

西
名
阪
自
動
車
道

H２４.３.２５開通
L=3.7km

大
和
北
道
路

大
和
御
所
道
路
（
大
和
区
間
）

大
和
御
所
道
路(

御
所
区
間)

脇本工区（県）
L=0.7km

H24年度開通予定

郡山南IC

H18
開
通

香芝柏原区間（国）
L=2.8km

H２３年度事業化

中和幹線

香芝市
田尻

香芝市穴虫

165 桜井市脇本

２４

奈良市役所

２４

橿原北IC

２４

165 H22開通

H22開通

H２４.３.２８開通
L=1.8km

１．所要時間が短縮

２．周辺道路の交通量が減少

供用後
（H24.4.18）

20,000

10,000

0

（台）／12h

30,000

40,000

16,600
（45％）

17,500
（54%）

２５％が大和御
所道路を利用

32,600

36,900

約１割
減

9,300
（25％）

50,000

大和御所道路

御所香芝線

国道２４号

開通前
(※)

開通後
（Ｈ24.4.12）

※国道２４号 ：H23.10.27 国調査による
御所香芝線 ：H23.11.16 奈良県調査による

15,100
（46%） 11,000

（30%）

断面2

御
所
香
芝
線

御所市役所

断面1

大和御所道路と並行する
主な道路の交通量（断面１）

約３割減

中和幹線

国道１６５号開通前
（H23.5.18）

供用後
（H24.4.18）

20,000

10,000

0

30,000

40,000

9,300

５９％が中和
幹線を利用

17,600

50,000

7,300
（41%）

10,300
（59%）

開通後
（H24.4.18）

中和幹線と並行する
主な道路の交通量（断面２）

（台）／12h

約２割減

奈良市～御所市間、香芝市～桜井市間の所要時間が短縮

大和御所道路 中和幹線

周辺道路の交通量が減少し、大和御所道路、中和幹線への交通に転換

大和御所道路 中和幹線

※中和幹線（大和高田市・桜井市域）の開通前：Ｈ17道路交通センサスによる
※大和高田市・桜井市域の開通後 ：H23.5.18 奈良県調査による
※下田・逢坂工区の開通後 ：H24.4.18 奈良県調査による

※大和御所道路（大和区間）の開通前：H17道路交通センサスによる
※郡山南ＩＣ～橿原北ＩＣ開通後 ：H22道路交通センサスによる
※橿原高田ＩＣ～御所ＩＣ開通後 ：H24.4.12 国調査による

（仮称）大和郡山ＪＣＴ

凡例
事業中
未着手

大和御所道路と並行する国道２４号の平均
旅行速度が10km/h(17km/h→27km/h）向上

中和幹線と並行する国道１６５号の平均
旅行速度が6km/h（12km/h→18km/h）向上

１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン１．奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン
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２．今後の渋滞対策について２．今後の渋滞対策について２．今後の渋滞対策について

背景

渋滞対策については、関係機関の連携の下、平成２１年度に「奈良県みんなでつくる渋滞解
消プラン」を策定し、改善の取組みを行っているところであるが、
今般、

○「今後の高速道路のあり方中間とりまとめ（高速道路のあり方検討有識者委員会、平成２３年
１２月）」において、効率性を阻害する渋滞ボトルネック対策の重要性が指摘されたこと

○社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会においても、渋滞対策を含め、道路利用の適
正化が議論されていること

○交通観測技術の進展・普及により、道路交通状況の詳細に係るデータが容易に取得可能と
なるなど、観測環境に大きな改善が見られること

等を踏まえ、関係機関(警察・行政・道路利用者団体等)の連携による検討体制を整え、課題の
状況を継続的に把握・共有し、効果的な渋滞対策の推進に取り組む。

渋滞対策については、関係機関の連携の下、平成２１年度に「奈良県みんなでつくる渋滞解
消プラン」を策定し、改善の取組みを行っているところであるが、
今般、

○「今後の高速道路のあり方中間とりまとめ（高速道路のあり方検討有識者委員会、平成２３年
１２月）」において、効率性を阻害する渋滞ボトルネック対策の重要性が指摘されたこと

○社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会においても、渋滞対策を含め、道路利用の適
正化が議論されていること

○交通観測技術の進展・普及により、道路交通状況の詳細に係るデータが容易に取得可能と
なるなど、観測環境に大きな改善が見られること

等を踏まえ、関係機関(警察・行政・道路利用者団体等)の連携による検討体制を整え、課題の
状況を継続的に把握・共有し、効果的な渋滞対策の推進に取り組む。

7



２．今後の渋滞対策について２．今後の渋滞対策について２．今後の渋滞対策について

・データの収集・分析方法の確認
・基礎データの共有

・地域の渋滞ポイントの案の確認
（第２回）

・パブリックコメントの実施

・地域の渋滞ポイントの特定結果の確認
（第３回 ８月）

・ソフト・ハードを含めた対策の検討

・渋滞対策のとりまとめ （１２月）

○渋滞ポイントの候補箇所選定方法の意見交換
・Ｈ22奈良県みんなでつくる渋滞解消プランの意見交換
・H22道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法

○渋滞ポイントの今回の選定方法で抽出した結果について
○渋滞解消プラン箇所と今回選定方法による箇所の調整に

ついて意見交換
○パブコメ募集方針、今後の進め方等の意見交換

・地域の優先対策箇所の確認

第1回渋滞対策協議会の議題

8

○月○日



県民への県民への
アンケートアンケート

実施実施

３．交通データを活用した渋滞ポイントの抽出フロー３．交通データを活用した渋滞ポイントの抽出フロー３．交通データを活用した渋滞ポイントの抽出フロー

渋滞が発生して渋滞が発生して
いる箇所いる箇所※※１１

特に問題となる特に問題となる
踏切踏切※※２２やや
交差点交差点※※３３が含まが含ま
れる箇所れる箇所

「渋滞が著しい箇所「渋滞が著しい箇所
（原案）」（原案）」

の提示（５４箇所）の提示（５４箇所）

「渋滞が著しい箇所」「渋滞が著しい箇所」
（５７箇所）（５７箇所）

※ 指摘の集中し
た箇所は、調査を
行った 上で必要
に応じて、渋滞箇
所として選定

33箇所箇所
追加追加

客観的データを
用いた渋滞が
著しい箇所の
「見える化」

県民との
コミュニケーショ

ンによる
計画策定仮定の

「見える化」

※１ ： 平日もしくは休日における、ピーク時の平均旅
行速度が10km/h未満または１日の平均旅行速度
が20km/h未満となる箇所

※２ ： ピーク時遮断時間が1時間あたり40分以上、ま
たは1日当たりの交通量×遮断時間が5万台時間
以上となる踏切

※３ ： 渋滞延長が500m以上、または通過するのに5分
以上かかる交差点

県内の全ての国道、
県道（約2,100km）

奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン

9

【H22.2策定】
課題箇所特定の考え方（案）

渋滞の課題の大きさを

交差点損失時間で評価

昼間１２時間 ピーク時間帯

主要渋滞箇所の候補

・平均旅行速度

・観光地等の休日特性

・大規模商業施設や踏切の影響 等

しきい値の例
80万人時間/年相当
（混雑時の流入が20km/h以下に相当）

地域の課題を反映する

データによる補完

地域の実感の反映

交差点損失時間：
交差点に流入する区間で生じている損失時
間（自由に走行できる状態からの遅れで、
利用者が損失している時間）の合計



主要な渋滞箇所
の抽出

交差点損失時間※

（年間）

昼間12時間の
総損失時間が多い

交差点

一部の時間において
損失時間が多い

交差点
その他交差点

ピーク時
交差点損失時間※

（時間）

１箇所 ３箇所

交差点各方向別
最低平均旅行速度※

ワースト50位以内で、かつ交差
点の各方向の平均旅行速度の
うち、最も低い方向の平均旅行
速度が20km/h以下

一方向だけでも
旅行速度が低い

交差点

３８箇所

第１軸

第１’軸

第２軸

○箇所

全交差点（７０５箇所）対象

※：昼間12時間

３．交通データを活用した渋滞ポイントの抽出フロー３．交通データを活用した渋滞ポイントの抽出フロー３．交通データを活用した渋滞ポイントの抽出フロー

基本指標（交差点損失時間）
による評価

しきい値の例
80万人時間/年相当
（混雑時の流入が20km/h以下に相当）

10

地域の課題を反映する
データによる補完



19225

754

24
249

108

193

４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法
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（１）交差点損失時間の算出方法

○交差点損失時間 （人時間／年）は以下の手順で算出する。
①センサス区間上下別に損失時間を算出。
②交差点ごとに流入方向別の損失時間を合計。

※市道が交差道路となる場合は市道側は０となる。（センサスデータがないため）

○交差点損失時間 （人時間／年）は以下の手順で算出する。
①センサス区間上下別に損失時間を算出。
②交差点ごとに流入方向別の損失時間を合計。

※市道が交差道路となる場合は市道側は０となる。（センサスデータがないため）

【交差点損失時間算出イメージ】

横田町交差点

一般県道

主要地方道

国道

①センサス区間上下別に
損失時間を算出

②交差点ごとに流入方向別
の損失時間を合計

交差点損失時間：
交差点に流入する区間で生じている損失時
間（自由に走行できる状態からの遅れで、
利用者が損失している時間）の合計



４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法

（２）センサス区間上下別損失時間の算定方法

12

センサス区間上下別損失時間
＝Σ［｛（3時間帯別旅行時間）－（基準旅行時間）｝×時間帯別交通量×平均乗車人員］

センサス区間上下別損失時間
＝Σ［｛（3時間帯別旅行時間）－（基準旅行時間）｝×時間帯別交通量×平均乗車人員］

変数 考え方

3時間帯別旅行時間 朝（7・8時台）・昼（9～16時台）・夕（17・18時台）の3時間帯の旅行時間

基準旅行時間

渋滞が発生していない場合の旅行時間
基本は、10%タイル旅行時間※※

※データがない場合は、旅行速度を直轄国道 60km/h、補助国道 55km/h、その他 50km/hとし、リンク長
を旅行速度で割り、算出する

時間帯別交通量 7-18時の時間帯別交通量

平均乗車人員
小型・・・1.30人/台
大型・・・1.64人/台

【※※基準旅行時間イメージ】
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行時間に用いる
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８０万人・時間/年とは・・・

【交通状況のイメージ】【損失時間とピーク時の全方向旅行速度の平均値との関係】

終日混雑している交差点で、特にピーク時には全方向の旅行速度の平均が20km/h以下（信号待ち２回以上）
となるような箇所

損失時間（万人・時間/年）

ピ
ー
ク
時
の
全
方
向
平
均
旅
行
速
度
（
km

/
h
）

平均旅行速度20km/h＝
80万人・時間/年

平均旅行速度20km/h＝
80万人・時間/年

y=-4.919×LN(x)+41.579

ピーク時において全方向
の旅行速度の平均が
20km/h以下

ピーク時において全方向
の旅行速度の平均が
20km/h以下

20km/h以下

（信号待ち２回以上）

20km/h以下

（信号待ち２回以上）

20km/h以下

（信号待ち２回以上）

20km/h以下

（信号待ち２回以上）

8080万人・時間万人・時間//年年

４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法

（３）第１軸（損失時間 ８０万人・時間/年以上の箇所

○評価基準：昼間１２時間交差点損失時間による選定○評価基準：昼間１２時間交差点損失時間による選定



0

50

100

150

200

250

300

7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時

182.6人・時間/時182.6人・時間/時

○評価基準：ピーク時の交差点損失時間による選定○評価基準：ピーク時の交差点損失時間による選定
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８０万人・時間/年 ÷ ３６５日 ÷ １２時間 ＝ １８２．６人・時間/時

１８２．６人・時間/時とは・・・

１軸には対象とならないが、ピーク時には１軸と同程度の混雑となるような箇所

【１’軸で抽出された箇所の時間帯別の損失時間】

0

50

100

150

200

250

300

7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時

182.6人・時間/時182.6182.6人・時間人・時間//時時

損
失
時
間
（
人
・
時
間
/
時
）

（イメージ）

ピーク時のみ１軸とピーク時のみ１軸と
同レベルの混雑が発生同レベルの混雑が発生

8080万人・時間万人・時間//年年
未満未満

【１軸で抽出された箇所の時間帯別の損失時間】

損
失
時
間
（
人
・
時
間
/
時
）

（４）第１’軸（ピーク時の交差点損失時間が182.6人・時間/時以上の箇所）

４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法



【２軸で抽出する箇所の交通状況のイメージ】

各方向の昼間12時間の平均旅行速度のうち、最も低い方向の速度が20km/h以下となるような箇所各方向の昼間12時間の平均旅行速度のうち、最も低い方向の速度が20km/h以下となるような箇所

昼間12時間において最も
速度が低い方向において、
20km/h以下

昼間12時間において最も
速度が低い方向において、
20km/h以下

20km/h以下

（信号待ち２回以上）

【１軸で抽出する箇所の交通状況のイメージ（再掲）】

ピーク時において全方向
の旅行速度の平均が
20km/h以下

ピーク時において全方向
の旅行速度の平均が
20km/h以下

20km/h以下

（信号待ち２回以上）

20km/h以下

（信号待ち２回以上）

20km/h以下

（信号待ち２回以上）

20km/h以下

（信号待ち２回以上）

１方向だけでも渋滞１方向だけでも渋滞 全方向が混雑全方向が混雑

※ 昼間12時間：午前７時～午後７時
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（５）第２軸：第１、１’軸以外でピーク時の１方向のみ
20km/h以下となる箇所

４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法４．Ｈ２２道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法



•国家公安委員会に
おける渋滞・混雑の
定義

・資料：国家公安委員
会告示第１２号

•警視庁による渋滞
の判定基準

・資料：警視庁，警視
庁交通年鑑

•道路交通情報セン
ターにおける渋滞・
混雑の定義

・JARTICや公安委員会等では、20km/h以下を混雑・渋滞の指標としている。

http://www.jartic.or.jp/

（参考）混雑を表す20km/h以下の根拠（参考）混雑を表す（参考）混雑を表す20km/h20km/h以下の根拠以下の根拠
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